
2025年5⽉14⽇より、快活CLUBでご利⽤いただける「ご本⼈様確認証」を変更させて頂きます。
→「ご本⼈様確認証」に「資格確認書(健康保険資格確認書)」を追加
※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない⽅が、医療機関等を受診する際に
   必要となる書類です 

<注意>
・ご本⼈様確認証は、原本(コピーや写真は不可)をご提⽰ください。
 ※東京都内店舗をご利⽤の際は、アプリ証明証もご利⽤いただけません。
・東京都内店舗をご利⽤の際は、1枚(冊)で必ず⽒名、⽣年⽉⽇、現住所が記載された
ご本⼈様確認証が必要となります。

「ご本⼈様確認証」変更のお知らせ


